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災害時等における電気自動車からの電力供給に関する協定書 

 

 

匝瑳市（以下「甲」という。）と株式会社ホンダカーズ東総（以下「乙」という。）は、災

害時等における電気自動車からの電力供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等に、停電により市の応急対策が停滞し、市民生活の安

定が脅かされているような場合に、甲の要請によって、乙が電力供給に係る活動

（以下「本活動」という。）を行うために必要な事項を定めるものである。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害時等において、電力供給を必要とするときは、乙が保有する電気

自動車からの電力供給についての協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行い、その様式は「災害時等における電気

自動車からの電力供給協力要請書」（様式第１号）によるものとする。ただし、緊急を

要するときは口頭、又は電話、メールその他の情報通信手段をもって要請し、以降

速やかに文書を提出するものとする。 

 

（活動内容） 

第３条 乙は、災害時等に甲の要請があれば、可能な範囲で乙が保有する電気自動

車と可搬型外部給電器を、甲が予め指定する施設等へ電力を供給するため配車す

る。 

２ 電力供給について、乙が保有する電気自動車の通常の保管場所において最大限

まで充電し、甲が予め指定する施設等と乙の営業所との往復走行に必要な電力を

考慮しつつ、電力供給を行うものとする。 

３ 甲が電気自動車と可搬型外部給電器を使用できる期間は、災害時等の状況や電

力を供給する施設等の状況を勘案の上、甲乙間で協議して期間を決定する。 

４ 乙は、自らの被災等の理由で本活動ができない場合は、甲に対して遅滞なくその

旨を伝えることとする。 

５ 乙は、本活動に際して、電力を供給する施設等及び避難している被災者又は第三

者に人的又は物的損害を与えないよう、必要な注意を払わなければならない。 

 

（費用負担） 

第４条 本活動に用いる資機材等の物件に係る費用、配車に係る費用、その他本活

動に係る一切の費用は、乙がこれを負担する。 



 

（情報交換） 

第５条 甲及び乙は、災害時等に備え、平常時においても、相互の連絡体制等につ

いて、適宜情報交換を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第６条 甲及び乙は、この協定を実施するにあたり、業務上知り得た個人、その他の情

報を漏らしてはならない。 

 

（管理等） 

第７条 甲は、配置された電気自動車と可搬型外部給電器を、善良なる管理者の注意

をもって管理するものとする。なお、管理方法その他の取り扱いは、甲乙間での協

議により取り決める。 

２ 甲は、電気自動車と可搬型外部給電器を、乙から提示される使用条件に従って適

切に使用するものとする。 

３ 前二項の規定に違反し、甲の責に帰すべき事由により、電気自動車と可搬型外部

給電器に損害を与え、又は滅失したときは、甲は乙に対しその損害を賠償するもの

とする。 

 

（免責） 

第８条 乙は、協定に基づく本活動において、乙の責めに帰する理由により、第三者

等に損害を与えたときは、速やかに甲に報告するとともに、その賠償の責を負うもの

とする。ただし、明らかに乙の責めに帰さない理由の場合、損害の賠償については、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

（協議） 

第９条 本協定に定めのない事項、その他疑義を生じた事項については、甲乙協議

のうえ、これを定めとする。 

 

（期間） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月３１日までとする。ただ

し、この有効期間の終了３０日前までに、甲又は乙から、書面による別段の意思表示

がないときは、更に１年間自動延長され、以後同様とする。 

２ 前項の規定に関わらず、電気自動車又は可搬型外部給電器生産終了等の場合、

本協定は電力供給が不可能となった日をもって失効する。 

 



 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、それぞれ記名捺印の上、各

自１通を保有するものとする。 

 

令和６年１２月２３日 

 

甲 千葉県匝瑳市八日市場ハ７９３番地２ 

千葉県匝瑳市 

匝瑳市長     

 

 

 

乙 千葉県旭市ニの１７２０番地２ 

株式会社ホンダカーズ東総 

代表取締役社長 

 

  



様式第１号（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 

 株式会社ホンダカーズ東総 御中 

 

匝瑳市長          

 

災害時等における電気自動車からの電力供給協力要請書 

 

災害時等における電気自動車からの電力供給に関する協定書第２条２項に基づき、下記

のとおり要請します。 

 

記 

 

１．要請日 

  年  月  日 

 

２．電気自動車の種類 

車種名等 台数 備考（店舗名・期間等） 

Ｎ―VＡＮ e: １台  

 台  

 台  

 

３．可搬型外部給電器の使用希望 

希望有無 備考（期間等） 

  

  

  

 

４．その他の要請及び連絡事項等 

 

 

 

 

 


